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学 事 課

議案第４号

秋田市立学校給食共同調理場等管理運営規則の一部を改正する件

秋田市立学校給食共同調理場等管理運営規則の一部を次のように改正す

る。

令和５年３月24日提出

秋田市教育委員会

教育長 佐 藤 孝 哉

秋田市立学校給食共同調理場等管理運営規則の一部を改正する規則

秋田市立学校給食共同調理場等管理運営規則（昭和58年秋田市教委規則

第２号）の一部を次のように改正する。

第２条の表秋田市立太平小学校、太平中学校共同調理場の項を削り、同

表秋田市立下北手小学校、下北手中学校共同調理場の項を次のように改め

る。

秋田市立下北手小学校等共同調理 下北手小学校、太平小学校および下

場 北手中学校

第２条の表に次のように加える。

秋田市立下浜小学校、豊岩小学校 下浜小学校および豊岩小学校

共同調理場

附 則
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この規則は、令和５年４月１日から施行する。

提案理由

太平中学校、豊岩中学校および下浜中学校の廃止に伴い、下浜小学校、

豊岩小学校共同調理場において実施する学校給食の対象校を定める等のた

め、改正しようとするものである。
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秋田市立学校給食共同調理場等管理運営規則の一部改正

第１ 改正理由

太平中学校、豊岩中学校および下浜中学校の廃止に伴い、下浜小学校、

豊岩小学校共同調理場において実施する学校給食の対象校を定める等の

ため、改正しようとするものである。

第２ 改正要旨

１ 第２条関係（学校給食の対象校）

(1) 共同調理場等における学校給食の対象校を定める表から、太平小

学校、太平中学校共同調理場に関する規定を削るもの

(2) 下北手小学校、下北手中学校共同調理場の名称を下北手小学校等

共同調理場に改めるとともに、同調理場における学校給食の対象校

に太平小学校を加えるもの

(3) 共同調理場等における学校給食の対象校を定める表に、下浜小学

校、豊岩小学校共同調理場に関する規定を加えるもの

２ 附則関係

施行は、令和５年４月１日からとするもの
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秋田市立学校給食共同調理場等管理運営規則新旧対照表

改 正 案 現 行

第１条 （略） 第１条 （略）

（学校給食の対象校） （学校給食の対象校）

第２条 （略） 第２条 （略）

対象校 対象校共同調理場等 共同調理場等

（略） （略）

秋田市立太平小学校、 太平小学校および太平

太平中学校共同調理場 中学校

秋田市立下北手小学校 下北手小学校、太平小 秋田市立下北手小学 下北手小学校および下

等共同調理場 学校および下北手中学 校、下北手中学校共同 北手中学校

校 調理場

（略） （略）

秋田市立下浜小学校、 下浜小学校および豊岩

豊岩小学校共同調理場 小学校

以下 （略） 以下 （略）
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